
新型コロナウイルス感染が疑われた場合の対応 
 
 【要旨】 

新型コロナウイルス感染が疑われる場合、以下のフローチャートにしたがってください。 
休校等の措置を回避するため、大学として集団感染を抑制する感染予防対策をとります。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染が疑われる場合 

医療機関を受診 

新型コロナウイルス感染症と診断された場合 

大学への出席停止 
新型コロナウイルスに感染していなかった場合 

通常どおり登校してください 

●大学に報告する 

「新型コロナウイルス感染に係る報告フォーム」に入力 

●登校再開（医師の指示どおり・出席停止期間終了後登校を再開） 
 登校再開後数日間はマスクの着用を推奨します。 

 

～新型コロナウイルス感染に係る公認欠席扱い申請書の提出～ 
１．「新型コロナウイルス感染に係る公認欠席扱い申請書」に必要事項を記入の上、学生課（日進は

日進キャンパス事務課）に提出し、受付印が捺印されたコピーを受け取る。 

（※ 原本は、学生課（日進キャンパスは日進キャンパス事務課）が保管する。） 
２．学生は、欠席した授業の分をコピーし、授業担当教員へ提出する。 

※濃厚接触者は対象になりません。 

● 登校再開後、1 週間以内に申請してください。 


